
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この寄付金を寄付金税控除の控除対象寄付金としてお住まいの市町村へ（所得税の寄付控除の適用を受けるため確定申

告書を提出する方は税務署へ）申告することにより、住民税の寄付金控除の適用を受けることができます。       

（令和元年１２月受付分） ＊印は寄付者の意向により金額不記載 

【金銭寄付】 

＜福祉推進のために＞  

○ボランティアサークル クリエーティブワーク様（寿町）    ２０,０００円    

○オホーツク失語症 さわやか友の会様（寿町） ５,０００円 ○寿大学 ３８期踊りの会様（北見市） ５,０００円 

○北見地方技能士会様（東三輪）    ３０,０００円  ○社会福祉法人 北見保育協会様（山下町） ２,０００円 

○北見友の会様（常盤町）       １０,０００円  ○アイリス会様（北見市）         ３,０００円 

○文化刺しゅう おもと支部様（桜町） ３０,７９４円  ○株式会社夢グループ様（東京都）    １１,４２０円 

○株式会社セクト社員一同様（とん田東町） ５０,０００円 

＜故人が生前お世話になったため＞  

※飯田 治様（端野町）                       ○亀田 正様（端野町）         ３０,０００円 

○中橋 一喜様（端野町）         ５０,０００円   ○岡田 均様（常呂町）        ５０,０００円 

○植村 敏子様（留辺蘂町）         ２０,０００円     ○松本 みち子様（留辺蘂町）    １０,０００円 

○山田 富祥様（札幌市）         １０,０００円   ○増田 彰様（留辺蘂町）       ２０,０００円 

○山根 美夫様（留辺蘂町）        １０,０００円 

＜京セラ基金積立てのため＞ 

○京セラ㈱北海道北見工場様（豊地）  ３０９,５３９円 

＜ふれあい広場るべしべチャリティーバザーの益金を＞ 

○泉クラブ様（留辺蘂町）           ５,０００円   ○阿部 美惠子様（留辺蘂町）  ２０,０００円 

○留辺蘂ボランティアすみれ会様（留辺蘂町） ５,０００円   ○レザークラフト K 様（留辺蘂町） ５,０００円 

＜お寺の浄財を社会福祉のために＞ 

○白龍山遍照院様（留辺蘂町）        ３０,１２８円 


